
「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」
の取組状況について（ＬＰガス事業者）

令和７年３月１９日

資料１ー２



「ＬＰガス安心サポート推進運動」の実施について

１．自主保安運動の名称
『ＬＰガス安心サポート推進運動』

２．運動の期間
５年（令和６年度は４年目）
補足：安全高度化計画は１０年スパン、５年毎の見直しになっているので５年とする。

３．目標（国の安全高度化目標と合わせている）
死亡事故 ０～１件未満／年、人身事故０～２５件未満／年

４．運動の概要（安全高度化目標と合わせている）
国の安全高度化計画のアクションプランと一体的に展開

５．具体的な進捗状況管理や進め方
アクション全体の進捗は数字で把握。

ガス漏れ時の事故防止としての「業務用施設ガス警報器連動遮断の推進」及び「業務用換気警報器の
設置促進」に加えて、近年、災害時における容器流出が問題化していること等を踏まえ、災害対策とし
て、「軒先容器の二重掛け等流出防止推進」の３点を重点取り組み事項に指定。

その他の取り組みについては、各都道府県協会の地域性を踏まえた状況にあった自主保安運動を展開。

当協会は、ＬＰガスの保安確保の充実を図るため、様々な保安対策を実施してきている。

令和３年度からは、国の「液化石油ガス安全高度化計画2030」に示された目標及びアクションプラン等と一体

的に展開していくために、以下の項目を掲げ、実施しているところである。
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販売事業者の主な活動例
液化石油ガス安全高度化計画２０３０の

アクションプラン項目
小分類中分類大分類

業務用に対する法定外周知の推進
業務用施設等に対する

安全意識の向上のための周知・啓発ＣＯ中毒事故防止
対策

①消費
者起因
事故対
策

（１）事故
対策

業務用換気警報器設置促進業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
不燃防無し湯沸し・風呂釜の交換安全型機器及び設備の開発普及

Siセンサーコンロの普及安全な消費機器等の普及促進

ガス漏えいに
よる爆発

または火災事故防
止対策

高齢者宅巡回事業の取り組み周知等による保安意識の向上
ガス栓カバー、検定品ゴムキャップ普及誤開放防止対策の推進

ガス警報器設置率向上、期限管理徹底
業務用施設ガス警報器連動遮断の推進

ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進等

確実な点検調査の実施消費設備調査の高度化
リコール製品の対応リコール対象品等への対応

適切な工事施工管理体制供給管・配管の事故防止対策
設備対策②販売

事業者
起因事
故対策

調整器・高圧ホースの期限管理調整器、高圧ホース等の適切な維持管理
閉栓先容器の撤去軒先容器の適切な管理

他工事関連周知等の実施他工事事故防止対策
その他事故防止対

策
質量販売の自主保安促進質量販売に係る事故防止対策

検査対応の前倒し、安全な入替体制構築バルク貯槽等の告示検査対応
通報訓練の定期的な実施災害に備えた体制構築

地震・水害・雪害対
策

（２）自然災害対策
被害報告様式の全国統一様式使用推進迅速な情報把握

軒先容器の二重掛け等流出防止推進容器の転倒・流出防止対策

雪害対策の推進雪害事故防止対策
経営者等の保安重視の取り組み宣言
自主保安活動チェックシート回収向上

経営者等の保安確保へ向けたｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ等
及び保安レベルの自己評価

保安管理
体制

（３）保安基盤

販売事業者の義務の再確認教育販売事業者等の義務の再確認等

年間保安教育計画の策定状況長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施

自主的な基準の維持・運用

集中監視設置率向上
スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化

スマート保安の推
進 その他のスマート保安に関する

アクションプラン

「ＬＰガス安心サポート推進運動」について ～推進項目別の主な活動例と重点推進項目～
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参考「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」について

主体者アクションプランの項⽬⼩分類中分類⼤分類

ＬＰガス事業者、国、第三者機関業務⽤施設等に対する
安全意識の向上のための周知・啓発ＣＯ中毒事故防

⽌対策

消費者起因

事故対策
事故

対策

ＬＰガス事業者業務⽤換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
ＬＰガス事業者、関係事業者安全型機器及び設備の開発普及
ＬＰガス事業者、国、関係事業者安全な消費機器等の普及促進

ガス漏えいによる
爆発または⽕災
事故防⽌対策

ＬＰガス事業者、国、都道府県、第三者機関周知等による保安意識の向上
ＬＰガス事業者誤開放防⽌対策の推進
ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者 ガス警報器の機能の⾼度化及び設置の促進等
ＬＰガス事業者消費設備調査の⾼度化
ＬＰガス事業者、国、関係事業者 リコール対象品等への対応
ＬＰガス事業者供給管・配管の事故防⽌対策

設備対策販売事業者
起因

事故対策

ＬＰガス事業者調整器、⾼圧ホース等の適切な維持管理
ＬＰガス事業者軒先容器の適切な管理
ＬＰガス事業者、国、都道府県、他⼯事事故防⽌対策その他

事故防⽌対策 ＬＰガス事業者質量販売に係る事故防⽌対策
ＬＰガス事業者バルク貯槽等の告⽰検査対応
ＬＰガス事業者、国、都道府県、災害に備えた体制構築

地震・⽔害・雪害
対策⾃然災害対策

ＬＰガス事業者、国、都道府県、迅速な情報把握
ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者容器の転倒・流出防⽌対策
ＬＰガス事業者、国、都道府県、雪害事故防⽌対策
ＬＰガス事業者経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及び保安レベ

ルの⾃⼰評価
保安管理体制

保安基盤
ＬＰガス事業者ＬＰガス販売事業者等の義務の再確認等
ＬＰガス事業者、国、第三者機関、⻑期⼈材育成を踏まえた保安教育の確実な実施
第三者機関⾃主的な基準の維持・運⽤
ＬＰガス事業者、国、第三者機関、関係事業者 スマートメータ・集中監視等を利⽤した保安の⾼度化スマート保安の

推進 ＬＰガス事業者、国 その他のスマート保安に関するアクションプラン
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業務用換気警報器設置率

法定周知以外の特別周知率

（１）事故対策 ①消費者起因事故対策 （ＣＯ中毒事故防止対策）

 令和元年～令和４年においてはＣＯ中毒事故は発生していなかったが、令和５年のＣＯ中毒事故に続き、

令和６年にも５件発生している。「給排気」の重要性について、更なる周知を実施していきたい。

 近年発生したＣＯ中毒事故は、業務用厨房施設に集中している。この状況を踏まえ、ガス機器を使用す

る事業者に対し、換気警報器の設置を促進するため、消費者への啓発活動が重要であり、経済産業省、

（一社）日本ガス協会、（一社）日本コミュニティーガス協会と連携し、厚生労働省を通じて食品衛生責任

者講習会等でチラシ及びメルマガによるＣＯ中毒の危険性や予防策に関する情報周知、啓発を引き続き

実施する。

令和６年３月末現在

※特別周知率とは業務用施設数
に対して法定の周知を実施した上
でさらに別に周知を実施した割合

（ａ）ＣＯ中毒事故防⽌対策

業務⽤施設等に対する安全意識
の向上のための周知・啓発

業務⽤換気警報器
ＣＯ警報器の設置促進

安全型機器及び
設備の開発普及

平成２３年〜令和２年 ＣＯ中毒事故件数４７件（４．７件／年）

令和３年〜令和６年 〃 ９件（２．３件／年）
※平成２３年〜令和２年事故件数は令和２年度液化石油ガス関係事故年報
※令和３年〜令和６年事故件数は暫定であり、本事故件数は、令和７年２月時点での調査結果に基づくものであり、調査の進展を受けて件数に変更が生じる可能性がある
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（１）事故対策 ①消費者起因事故対策 （ＣＯ中毒事故防止対策）

【周知チラシ】 【公益社団法人日本食品衛生協会メルマガ１２/１７配信一部抜粋】
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────
│食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止に
│ついて厚生労働省・経済産業省より情報提供がありました！
└───────────────────────────────────────────────────────────────────
都市ガス、ＬＰガスを使用している食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故が、
毎年一定件数発生しております。
３つのポイントを実施して、一酸化炭素中毒事故を防ぎましょう！

１．ガス機器などの「火」を使うときは、必ず換気（給気と排気）！
２．ガス機器や換気設備はきれいに清掃し、定期的に点検を！
３．万が一にそなえて、厨房や工場に一酸化炭素を検知する業務用換気警報器の取り付けを！
（詳しくは、ご契約のガス会社へお問合せください。）

【経済産業省ホームページ】
飲食店の皆様へ ガス安全使用のお願い
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1780464&c=43446&d=5c3c
【厚生労働省ホームページ】
職場のあんぜんサイト 一酸化炭素中毒（CO中毒）
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1780465&c=43446&d=5c3c

※一酸化炭素中毒を防ぐ業務用換気警報器についての動画は、ユーチューブでご覧いただけます。
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1780466&c=43446&d=5c3c
※３つのポイントをまとめたチラシは、下記よりダウンロードいただけます。
◆一般社団法人日本ガス協会：https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1780467&c=43446&d=5c3c
◆一般社団法人全国ＬＰガス協会：https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1780468&c=43446&d=5c3c
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（１）事故対策 ①消費者起因事故対策（ガス漏えいによる爆発または火災事故防止対策）

 業務用施設等においては安全装置の組み込まれていない業務用燃焼器もあるため、ガス漏れ発生時に

自動的にガスを遮断するシステム、つまりガス警報器とガスメーターを連動させるシステムの普及を促進

を図ることが重要である。

 ガス警報器工業会の協力もあり、各地で販売事業者向け講習会を実施し、連動遮断型ガス警報器の設

置促進を図る取り組みを昨年度に引き続き実施している。

 都道府県協会の事例として、ガス栓の誤開放防止の周知や経年劣化したガス機器について周知を行っ

ている。

※連動不要（屋外）の戸数は除外して連動率を計算

業務用施設ＳＢ（ＥＢ）メータ連動率
令和６年３月末現在

（ｂ）ガスの漏えいによる爆発または
火災事故防止対策

安全な消費機器等の普及促進

周知等による保安意識の向上

誤開放防⽌対策の推進

ガス警報器の機能の
⾼度化及び設置の促進等

消費設備調査の⾼度化

リコール製品等への対応
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（１）事故対策 ②販売事業者起因事故対策（設備対策）

 調整器・高圧ホース等の経年劣化によるガス漏えい事故が発生していることを踏まえ、販売事業者は、

機器の期限管理を自主的に行い、期限内の交換に取り組んでいる。

 安全性を高めるため、令和４年より高圧ホース（気相用）の製造が、ガス放出防止型のみとなったため、

交換時に伴いガス放出防止型のみホースに変更されていく。

ホースの引張が加わると
ガスの通路が遮断する

（ｃ）設備対策

供給管・配管の
事故防⽌対策

調整器、⾼圧ホース等の
適切な維持管理

軒先容器の
適切な管理
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

調整器 腐食・劣化漏え

い事故件数

高圧ホース腐食・劣化漏

えい事故件数

調整器 製造から７年又

は10年経過施設率

調整器・高圧ホース腐食・劣化による漏えい及び調整器の７年又は１０年経過施設率

※調整器、高圧ホース
は製造年数からの一定
の年数を経過した場合
に交換することを自主
的に取り組んでいる。

令和６年３月末現在

7



（１）事故対策 ②販売事業者起因事故対策（その他事故防止対策）

 消費者に対して、法定における周知文書内で注意喚起を行っている。

 法定周知に加え、ＬＰガス安全委員会が作成した保安ガイドチラシ（約１３万枚）を販売事業者が配布す

ることで、消費者と事業者双方への安全意識の向上を行った。

 埋設ガス管を有する消費者のガスメーターや水道メーター付近に注意を促すタグを掲示することによりＬ

Ｐガス工事業者以外の工事業者へ注意喚起し、事故防止を図る。（埼玉県ＬＰガス協会事例）

 日本液化石油ガス協議会と共催で行っているウェブ講習では、販売事業者より事故が起きやすい例や

対策について紹介する講習を行うことで情報の共有を図った。

（ｄ）その他事故
防⽌対策

他⼯事事故
防⽌対策

質量販売に係る
事故防⽌対策

バルク貯槽等の
告⽰検査対応

【保安ガイドチラシ】 【明示シール】

平成２３年〜令和２年 他工事事故件数３３０件（ ３３件／年）

令和３年〜令和６年 〃 ２６５件（６６．３件／年）

（ＬＰガス安全委員会）

【注意タグ】

※平成２３年〜令和２年事故件数は令和２年度液化石油ガス関係事故年報
※令和３年〜令和６年事故件数は暫定であり、本事故件数は、令和７年２月時点での調査結果に基づくものであり、調査の進展を受けて件数に変更が生じる可能性がある
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 大規模災害発生時、被災地の都道府県ＬＰガス協会から速やかにガス漏れ等の被災状況及び復旧状況

等の収集を行うとともに、復旧に必要な資機材等が不足するおそれがある場合又は被災地以外の都道

府県ＬＰガス協会等への協力要請が必要と認められる場合等には、速やかにＬＰガス災害対応中央連絡

会議を設置することとなっている。

 令和６年１月に発生した能登半島地震を踏まえ、ＬＰガス災害対応中央連絡会議（令和６年１月１２日）開

催し、関係団体に対し、ＬＰガス機器関連支援等の協力依頼を行った。

（ｅ）地震・⽔害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防⽌対策

雪害事故防⽌対策

【ＬＰガス災害対策マニュアル】 【会議次第】
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 令和３年６月の省令改正により、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等で、１ｍ以上の浸水が想定され

る地域の消費先に設置されている充てん容器について、流出防止措置を講ずることが義務付けられた。

令和６年３月末時点での調査結果では、措置済みの割合は７８％、６月までに達する見込みは９０％と

なった。未措置の箇所については、期限までに確実な完了を要請した。

（ｅ）地震・⽔害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防⽌対策

雪害事故防⽌対策

容器流出防止措置状況

令和６年３月末現在
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（２）自然災害対策（地震・水害・雪害対策）

 雪害による調整器や高圧ホースの折損事故が多発していることから、雪囲い等の対策が困難な設備に

対しては、新設時や設備交換時に調整器を配管に直接接続する構造に変更するか、調整器や高圧ホー

スをガス放出防止機能付きへ切り替える対策を講じるよう促している。

（ｅ）地震・⽔害・雪害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

容器の転倒・流出
防⽌対策

雪害事故防⽌対策

平成２３年〜令和２年 雪害等の自然災害 件数２９５件（２９．５件／年）

令和３年〜令和６年 〃 件数 ５６件（ １４件／年）

【保安ガイドチラシ】

※平成２３年〜令和２年事故件数は令和２年度液化石油ガス関係事故年報
※令和３年〜令和６年事故件数は暫定であり、本事故件数は、令和７年２月時点での調査結果に基づくものであり、調査の進展を受けて件数に変更が生じる可能性がある
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（３）保安基盤

 リスクマネジメントの考え方を導入し、販売事業者による自主保安活動の徹底を図る。具体的には、「自

主保安活動チェックシート」を活用した自己診断を実施することで、各事業者が自らの保安状況を客観的

に把握し、改善活動を継続的に行うことで、保安レベルの向上に努めている。

 同チェックシートの結果に基づき、令和６年度液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審議官表

彰においては、優良１３社（所）が表彰を受けた。

 安全機器の普及状況調査の結果を基に、講習会や会議で具体的な事例を共有し、関係者への安全意

識の向上を図ることで、自主保安活動の活性化を促し、事故防止に貢献している。

【自主保安活動チェックシート】（ｆ）保安管理体制

経営者等の保安確保
に向けたコミットメント及び
保安レベルの⾃⼰評価

ＬＰガス事業者等の
義務の再確認等

⻑期⼈材育成を踏まえた
保安教育の確実な実施

⾃主的な基準の
維持・運⽤
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【安全機器普及状況等調査票】
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（３）保安基盤

 通信技術の進歩により、ＬＰＷＡなどの無線通信やスマートメーターを活用した集中監視システムの導入

が進んでいる。今後は、このシステムをさらに活用し、常時監視による保安業務の効率化を図り、安全性

の向上に向け、一層の普及を図る。また、認定販売事業者制度における資格取得の推進を行うことで、

高度な保安体制の効率化を図っていく。

集中監視システム設置率等

令和６年３月末現在
（ｇ）スマート保安の推進

スマートメーター・
集中監視等を利⽤した
保安の⾼度化

その他のスマート保安に
関するアクションプラン
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令和６年には、飲食店においてCO中毒事故が発生し、複数の方が負傷されました。この

事故を踏まえ、次年度においては、以下の点に重点を置き、保安確保に努めてまいります。

業務用換気警報器の設置促進

厨房施設等においてのCO中毒事故を防止するため、換気警報器の設置を促進する。

業務用施設ガス警報器連動遮断の推進

ガス漏れ発生時、警報器と連動してガス供給を遮断するシステムの導入を推進し、

爆発事故等の被害拡大を防止する。

他工事事故防止対策の強化

他工事による事故防止のため、関係団体等と連携し、工事事業者への周知徹底を図る。

事故を防止していくためには、消費者、経済産業省、メーカーのご協力が必要不可欠となる

ことから、一層のご協力をお願いする。

今後の取組について
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保安関係の取組について



保安関係の取組について

【定期消費設備調査における課題への対応】

課題

新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での調査が困難となり、詐欺・強盗被害の増加により、

顧客の警戒心が高まり、消費者宅へ入ることが出来ずに調査を完了できない問題を抱えている。

解決策

ＬＰガス業界では、張力式高圧ホースやマイコンメーター、ＬＰＷＡ、ヒューズガス栓など、保安確保機器

の充実に努め、ＬＰガス事故の減少に貢献してきた。しかしながら、点検調査の内容は、１９９７年の液

石法改正以降、大きな変化がないという現状は、見過ごせない問題である。

近年、保安確保機器の機能は飛躍的に向上しており、点検調査の内容も現状に合わせ

て見直す必要がある。

消費者へ安全で安心してＬＰガスをご利用いただくため、法規制の
改正や技術革新に対応するため、保安業務規程の見直しを定期
的に行い、常に最適な安全対策を講じる。
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保安関係の取組について

【電磁的周知の活用における課題と対応】

課題

書面による周知方法は、ＬＰガス供給開始時などには有効な手段であるが、継続的な安全啓発におい

ては、時代の変化に伴いその効果が薄れてきている。一方で、事業者側では、人手不足やコスト増加

等の課題を抱えており、効率的な情報伝達手段の確立が求められている。

 解決策

電気通信事業法の解釈では「ウェブページへの記載に対し、ＵＲＬやＱＲコード等、当該ページを閲覧す

るために必要な情報をＳＭＳを含む電子メールで送信し、又は書面葉書でも可に記載して交付すること

により契約書面に代えることができる」とある。液石法でもこの考え方を踏まえ、ＵＲＬやＱＲコードを利

用した検針伝票や請求書で代替できるのか、明確な基準を示すべきである。

消費者も安全意識が高まり、より詳細な情報提供や説明を求めるようになってきているこ
とから情報収集が容易である電磁的周知を活用する。

ＬＰガスの安定供給を維持するためには、事業者の負担軽減と情報伝達の効率化が不
可欠であり、プッシュ型の周知方法から脱却し、多様なコミュニケーション手段を検討する
ことで、より効果的な保安活動を実現する。
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保安関係の取組について

【ＬＰガス容器と火気における２ｍの保安距離への課題と対応】

課題

エアコン室外機が火気に該当するかどうかについては、行政機関の間で解釈が統一されておらず、多

くの場合、過剰な規制が課されている。この状況は、ＬＰガス業界に多大な負担をかけ、物流の効率化

を阻害するなど、深刻な影響を与えている。

 解決策

一般家庭で広く使用されているインバーター式エアコン室外機が、どのような根拠で火気に該当すると

判断されているのか、明確な基準を示すよう求める必要がある。

下記を基にガスヒートポンプまたは一部の空調室外機を除く室外機は火気非該当とする。
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